
古紙等回収事業補助金の申請手続き 

（資 源 回 収）

 

 

l 市役所が、補助金申請書類の記載内容を確認し、補助金の交付を決定する。 

l 市役所が、実施団体が指定する金融機関口座に補助金を振り込む。

４．補助金の交付決定、支払い 

 

l 回収作業が回収業者任せにならないように、引き渡しの際には必ず立ち会う。 

l 回収場所と回収作業の様子を撮影する。（補助金申請に必要です。）

２．資源回収を実施する 

 

l 市民課 生活環境係（市役所本庁１階）に、次の補助金申請書類を提出する。 

※書類の書き方は、別紙：書類の記載方法を確認する。 

（提出書類） 

o勝山市古紙等再資源化促進補助金交付申請書兼完了実績報告書 

o古紙等引取伝票（補助金申請用）※回収業者からもらえます 

o計量伝票の写し ※回収業者からもらえます 

o資源回収の回収場所及び作業の様子が分かる写真 

o勝山市古紙等再資源化促進補助金交付請求書 

o振込先情報が確認できる金融機関の通帳等の写し

３．市役所へ補助金の申請をする 

補助金の申請手続きにおいて、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 
勝山市役所　市民課　生活環境係（市役所本庁１階）　電話：0779-88-8104

 

l 回収場所の確認      （□ ごみステーションは利用しない） 

l 古紙回収業者と実施日の調整（□ 土曜日か日曜日に実施） 

l 地域住民への周知     （□ チラシに雑がみリサイクルの推進を掲載）

１．資源回収を実施する前に確認する 



（書類の記載方法：補助金交付申請書兼完了実績報告書） 

赤い線で囲んだ箇所のみ記載してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施団体名、代表者氏名及び住所等を記載する。

回収業者からもらう引取伝票に記載してある回収量を記載する。 
 
 
 
 
 
 
 

回収量に５円を乗じた数値が、補助金の交付申請額になる。



（書類の記載方法：補助金交付請求書） 

赤い線で囲んだ箇所のみ記載してください。

 

 
 
 
 
 

補助金の交付申請額を記載する。

実施団体名、代表者氏名及び住所を記載する。

補助金の振り込み先の金融機関情報について記載し、通帳の見開き等のコピーを添付する。



（書類の記載方法：その他必要書類） 

 
（その他必要書類：資源回収の回収場所及び作業の様子が分かる写真） 

 

 1. 回収場所

 

（回収場所を撮影した写真を貼付してください。）

 2. 作業の様子

 

（作業の様子を撮影した写真を貼付してください。）

回収場所を撮影した写真を貼り付ける。

作業の様子を撮影した写真を貼り付ける。


